
（障害者自立支援法施行細則の一部改正）

第３条 障害者自立支援法施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左欄 右欄 項 左欄 右欄

１ 省略 １ 省略

２

省令第３４条の７第１項及び

第３項、第３４条の８第１項

及び第２項、第３４条の９第

１項及び第２項、第３４条の

１１第１項及び第２項、第３４

条の１２第１項及び第２項、

第３４条の１３第１項及び第２

項、第３４条の１４第１項及び

第２項、第３４条の１５第１項

及び第２項、第３４条の１６第

１項及び第２項、第３４条の

１７第１項及び第２項、第３４

条の１８第１項及び第２項、

第３４条の１９第１項及び第２

項、第３４条の２４第１項及び

第２項並びに第３４条の５７第

１項及び第２項の申請書

指定障害福祉サービス事業

者（指定障害者支援施設・

指定一般相談支援事業者）

指定（更新）申請書（様式

第２号）

２

省令第３４条の７第１項及び

第３４条の８から第３４条の１９

まで（これらの規定を省令

第３４条の２１において準用す

る場合を含む。）、第３４条

の２４第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含

む。）並びに第３４条の２７第

１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の

申請書

指定障害福祉サービス事業

者（指定障害者支援施設・

指定相談支援事業者）指定

（更新）申請書（様式第２

号）

３ 省略 ３ 省略

４ 省略 ４ 省略

５

省令第３４条の２８第１項及び

第３項並びに第３４条の６２第

１項及び第３項の届出書

業務管理体制整備（区分変

更）届出書（様式第５号）

６

省令第３５条第１項及び第４５

条第１項の申請書

自立支援医療費（育成医

療・精神通院医療）支給認

定申請書（新規・再認定・

変 更・転 入）（様 式 第６

号）

５

省令第３５条第１項及び第４５

条第１項の申請書

自立支援医療費（育成医

療・精神通院医療）支給認

定申請書（新規・再認定・

変 更・転 入）（様 式 第５

号）

７
省令第３５条第２項第１号の

意見書

自立支援医療（育成医療）

意見書（様式第７号）
６

省令第３５条第２項第１号の

意見書

自立支援医療（育成医療）

意見書（様式第６号）

８
省令第３５条第２項第１号の

診断書

自立支援医療（精神通院医

療）診断書（様式第８号）
７

省令第３５条第２項第１号の

診断書

自立支援医療（精神通院医

療）診断書（様式第７号）

９

省令第４７条第１項の届出書 自立支援医療受給者証等記

載事項変更届出書（育成医

療・精神通院医療）（様式

第９号）

８

省令第４７条第１項の届出書 自立支援医療受給者証等記

載事項変更届出書（育成医

療・精神通院医療）（様式

第８号）

１０

省令第４８条第１項の申請書 自立支援医療受給者証（育

成医療・精神通院医療）再

交付申請書（様式第１０号）

９

省令第４８条第１項の申請書 自立支援医療受給者証（育

成医療・精神通院医療）再

交付申請書（様式第９号）

１１

省令第５７条の申請書 指定自立支援医療機関（育

成医療・更生医療・精神通

院医療）指定（変更・更新）

申請書（様式第１１号）

１０

省令第５７条の申請書 指定自立支援医療機関（育

成医療・更生医療・精神通

院医療）指定（変更・更新）

申請書（様式第１０号）
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（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左欄 右欄 項 左欄 右欄

１

法第４６条第１項及び第

３項並びに第５１条の２５

第１項の規定による変

更の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定障害者支援施設・指定一

般相談支援事業者）変更届出書

（様式第１２号）

１

法第４６条第１項及び第

２項並びに第５１条の２５

第１項の規定による変

更の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定障害者支援施設・指定相

談支援事業者）変更届出書（様

式第１１号）

２

法第４６条第１項及び第

２項並びに第５１条の２５

第１項及び第２項の規

定による事業の廃止、

休止又は再開の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定一般相談支援事業者）廃

止（休止・再開）届出書（様式

第１３号）

２

法第４６条第１項及び第

２項並びに第５１条の２５

第１項及び第２項の規

定による事業の廃止、

休止又は再開の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定相談支援事業者）廃止

（休止・再開）届出書（様式第

１２号）

３
法第４７条の規定による

指定の辞退

指定障害者支援施設指定辞退申

出書（様式第１４号）
３

法第４７条の規定による

指定の辞退

指定障害者支援施設指定辞退申

出書（様式第１３号）

４

法第５１条の２第３項及

び第５１条の３１第３項の

規定による変更の届出

業務管理体制変更届出書（様式

第１５号）

５ 省略 ４ 省略

６

法第６４条の規定による

変更の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

変更届出書（様式第１６号）

５

法第６４条の規定による

変更の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

変更届出書（様式第１４号）

７

法第６５条の規定による

法第５４条第２項の指定

の辞退

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

指定辞退申出書（様式第１７号）

６

法第６５条の規定による

法第５４条第２項の指定

の辞退

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

指定辞退申出書（様式第１５号）

８
法第７９条第２項の規定

による届出

障害福祉サービス事業等開始届

出書（様式第１８号）
７

法第７９条第２項の規定

による届出

障害福祉サービス事業等開始届

出書（様式第１６号）

９
法第７９条第３項の規定

による変更の届出

障害福祉サービス事業等変更届

出書（様式第１９号）
８

法第７９条第３項の規定

による変更の届出

障害福祉サービス事業等変更届

出書（様式第１７号）

１０

法第７９条第４項の規定

による廃止又は休止の

届出

障害福祉サービス事業等廃止

（休止）届出書（様式第２０号） ９

法第７９条第４項の規定

による廃止又は休止の

届出

障害福祉サービス事業等廃止

（休止）届出書（様式第１８号）

１１
法第８３条第３項の規定

による届出

障害者支援施設設置届出書（様

式第２１号）
１０

法第８３条第３項の規定

による届出

障害者支援施設設置届出書（様

式第１９号）

１２

政令第４３条の７第１項

の規定による休止又は

廃止の届出

障害者支援施設休止（廃止）届

出書（様式第２２号） １１

政令第４３条の７第１項

の規定による休止又は

廃止の届出

障害者支援施設休止（廃止）届

出書（様式第２０号）

１３
政令第４３条の７第２項

の規定による報告

障害者支援施設変更報告書（様

式第２３号）
１２

政令第４３条の７第２項

の規定による報告

障害者支援施設変更報告書（様

式第２１号）

１４

省令第６３条第１号の規

定による業務の休止、

廃止又は再開の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

業務休止（廃止・再開）届出書

（様式第２４号）

１３

省令第６３条第１号の規

定による業務の休止、

廃止又は再開の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

業務休止（廃止・再開）届出書

（様式第２２号）

様式第１号（第２条、様式第６号、様式第１０号関係） 省略

様式第３号（第２条関係） 指定障害福祉サービス事業者指定変更

申請書

様式第１号（第２条、様式第５号、様式第９号関係） 省略

様式第３号（第２条関係） 指定障害福祉サービス事業者指定変更

申請書

省略 省略

変 更 す る 事 項
変 更 の 内 容

変 更 す る 事 項
変 更 の 内 容

変更前 変更後 変更前 変更後
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１～４

省略

１～４

省略

５ 代表者の職名、氏名、生年月日及び住所 ５ 代表者の氏名 及び住所

６～８

省略

６～８

省略

９ 役員 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 住 所

１０ 省略 ９ 省略

省略 省略

注１～６ 省略

７ 当該申請事業に係る指定障害福祉サービス事業者（指定

障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更新）

申請書（様式第２号）別紙を添付すること。

様式第４号（第２条関係） 指定障害者支援施設指定変更申請書

注１～６ 省略

７ 当該申請事業に係る指定障害福祉サービス事業者（指定

障害者支援施設・指定相談支援事業者）指定（更新）申請

書 （様式第２号）別紙を添付すること。

様式第４号（第２条関係） 指定障害者支援施設指定変更申請書

省略 省略

変 更 す る 事 項
変 更 の 内 容

変 更 す る 事 項
変 更 の 内 容

変更前 変更後 変更前 変更後

１～４

省略

１～４

省略

５ 代表者の職名、氏名、生年月日及び住所 ５ 代表者の氏名 及び住所

６～１０

省略

６～１０

省略

１１ 役員 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 住 所

１２ 省略 １１ 省略

省略 省略

注 省略

様式第６号（第２条、様式第９号関係） 自立支援医療費（育成医

療・精神通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転

入）

注 省略

様式第５号（第２条、様式第８号関係） 自立支援医療費（育成医

療・精神通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転

入）

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

� 育成医療の場合にあっては、自立支援医療（育成医

療）意見書（様式第７号）

� 精神通院医療の場合（前回の申請において自立支援医

療（精神通院医療）診断書（様式第８号）を提出してい

る者が引き続き当該精神通院医療に係る申請を行う場合

であって、前回の申請時から病状及び治療方針の変更が

ないときを除く。）にあっては、自立支援医療（精神通

院医療）診断書

�～� 省略

〔自治体記入欄〕 省略

様式第７号（第２条、様式第６号関係） 省略

様式第８号（第２条、様式第６号関係） 省略

様式第９号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（育成医療・精神通院医療）

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

� 育成医療の場合にあっては、自立支援医療（育成医

療）意見書（様式第６号）

� 精神通院医療の場合（前回の申請において自立支援医

療（精神通院医療）診断書（様式第７号）を提出してい

る者が引き続き当該精神通院医療に係る申請を行う場合

であって、前回の申請時から病状及び治療方針の変更が

ないときを除く。）にあっては、自立支援医療（精神通

院医療）診断書

�～� 省略

〔自治体記入欄〕 省略

様式第６号（第２条、様式第５号関係） 省略

様式第７号（第２条、様式第５号関係） 省略

様式第８号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（育成医療・精神通院医療）

省略 省略
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注１～４ 省略

５ 負担上限月額に関する事項（所得区分及び重度かつ継続

の該当・非該当）及び指定自立支援医療機関の変更につい

ては、支給認定の変更を行うため、自立支援医療費（育成

医療・精神通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変

更・転入）（様式第６号）に必要事項を記載して提出する

こと。

様式第１０号 省略

様式第１１号（第２条、第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書

様式第１１号（その１） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療）指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

注１～４ 省略

５ 負担上限月額に関する事項（所得区分及び重度かつ継続

の該当・非該当）及び指定自立支援医療機関の変更につい

ては、支給認定の変更を行うため、自立支援医療費（育成

医療・精神通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変

更・転入）（様式第５号）に必要事項を記載して提出する

こと。

様式第９号 省略

様式第１０号（第２条、第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書

様式第１０号（その１） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療）指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

省略 省略

開 設 者

住 所

開 設 者

住 所

氏名又は名称

生 年 月 日 氏名又は名称

職 名

省略 省略

主として担当する医師又は歯科

医師の氏名、生年月日及び住所

主として担当する医師又は歯科

医師の氏名、生年月日及び住所

省略 省略

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５９条第

３項において準用する同法第３６条第３項各号（第１号か

ら第３号まで及び第７号を除く。）に該当しないことを

誓約する書類

� 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

様式第１１号（その２） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）

指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

様式第１０号（その２） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）

指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

省略 省略

開 設 者

住 所

開 設 者

住 所

氏名又は名称

生 年 月 日 氏名又は名称

職 名

省略 省略

主として担当する医師の氏名、

生年月日及び住所

主として担当する医師の氏名、

生年月日及び住所

注１～５ 省略

６ 次に掲げる 書類を添付する

こと。

� 主として担当する医師の経歴を記載した書類

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５９条第

３項において準用する同法第３６条第３項各号（第１号か

ら第３号まで及び第７号を除く。）に該当しないことを

誓約する書類

� 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

様式第１１号（その３） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（薬局の場

合）

注１～５ 省略

６ 主として担当する医師の経歴を記載した書類を添付する

こと。

様式第１０号（その３） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（薬局の場

合）
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省略 省略

開 設 者

住 所

開 設 者

住 所

氏名又は名称

生 年 月 日 氏名又は名称

職 名

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 保険薬局である旨を証する書類

� 省略

� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５９条第

３項において準用する同法第３６条第３項各号（第１号か

ら第３号まで及び第７号を除く。）に該当しないことを

誓約する書類

� 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

様式第１１号（その４） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（指定訪問看

護事業者又は指定居宅サービス事業者の場合）

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 省略

様式第１０号（その４） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（指定訪問看

護事業者又は指定居宅サービス事業者の場合）

省略 省略

指定訪問看護事業

者又は指定居宅

サービス事業者

名 称

指定訪問看護事業

者又は指定居宅

サービス事業者

名 称主たる事務所

の 所 在 地

代 表 者

住 所

主たる事務所

の 所 在 地

氏 名

生 年 月 日

職 名

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５９条第

３項において準用する同法第３６条第３項各号（第１号か

ら第３号まで及び第７号を除く。）に該当しないことを

誓約する書類

� 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

様式第１２号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定障

害者支援施設・指定一般相談支援事業者）変更届出書

注１～４ 省略

様式第１１号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定障

害者支援施設・指定相談支援事業者）変更届出書

指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設・指定

一般相談支援事業者）変更届出書

指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設・指定

相談支援事業者）変更届出書

省略 省略

省略 省略

省略 省略

変 更 が あ っ た 事 項
変 更 の 内 容

変 更 が あ っ た 事 項
変 更 の 内 容

変更前 変更後 変更前 変更後

１～４

省略

１～４

省略

５ 代表者の氏名、職名、生年月日及び住所 ５ 代表者の氏名、職名、生年月日及び住所
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６～１２

省略

６～１２

省略

１３ 管理者の氏名、生年月日、経歴及び住所 １３ 管理者の氏名、生年月日、経歴及び住所

１４ サービス提供責任者の氏名、生年月日、経

歴及び住所

１４ サービス提供責任者の氏名、生年月日、経

歴及び住所

１５ サービス管理責任者の氏名、生年月日、経

歴及び住所

１５ サービス管理責任者の氏名、生年月日、経

歴及び住所

１６ 指定地域相談支援の提供に当たる者の氏

名、生年月日、経歴及び住所

１６ 指定相談支援 の提供に当たる者の氏

名、生年月日、経歴及び住所

１７～１９

省略

１７～１９

省略

２０ 役員の氏名、生年月日及び住所

２１ 省略 ２０ 省略

２２ 省略 ２１ 省略

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 省略 ２５ 省略

２７ 省略 ２６ 省略

２８ 省略 ２７ 省略

省略 省略

注 省略

様式第１３号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定一

般相談支援事業者）廃止（休止・再開）届出書

注 省略

様式第１２号（第３条関係） 指定障害福祉サービス事業者（指定相

談支援事業者）廃止（休止・再開）届出書

指定障害福祉サービス事業者（指定一般相談支

援事業者）廃止（休止・再開）届出書

指定障害福祉サービス事業者（指定相談支援事

業者）廃止（休止・再開）届出書

省略 省略

省略 省略

省略 省略

廃止（休止・再開） 年月日 廃止（休止・再開）した年月日

省略 省略

現に指定障害福祉サービス（指

定一般相談支援）を受けている

者に対する措置（廃止し、又は

休止しようとする場合にのみ記

入すること。）

現に指定障害福祉サービス（指

定相談支援）を受けていた

者に対する措置（廃止し、又は

休止した 場合にのみ記

入すること。）

省略 省略

注１～５ 省略

６ 廃止し、又は休止しようとする場合にあっては廃止又は

休止の日の１月前までに、再開の場合にあっては再開の日

から１０日以内に届け出ること。

様式第１４号 省略

様式第１６号 省略

様式第１７号 省略

様式第１８号 省略

様式第１９号 省略

様式第２０号 省略

注１～５ 省略

６ 廃止、休止又は

再開の日

から１０日以内に届け出ること。

様式第１３号 省略

様式第１４号 省略

様式第１５号 省略

様式第１６号 省略

様式第１７号 省略

様式第１８号 省略
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第４条 障害者自立支援法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第２号中別紙４を削る。

第５条 障害者自立支援法施行細則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２１号 省略

様式第２２号 省略

様式第２３号 省略

様式第２４号 省略

様式第１９号 省略

様式第２０号 省略

様式第２１号 省略

様式第２２号 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更

新）申請書

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定相談支援事業者）指定（更新）

申請書

指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設・指定

一般相談支援事業者）指定（更新）申請書

指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設・指定

相談支援事業者）指定（更新）申請書

省略 省略

省略 省略

申
請
（
設
置
）
者

省略

申
請
（
設
置
）
者

省略

代表者の職名、氏名及

び生年月日

職 名

生年

月日

代表者の職名及び氏

名

職 名 フリガナ

フリガナ 氏 名

氏 名

省略 省略

指
定
（
更
新
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
（
施
設
）
の
種
類

省略

指
定
（
更
新
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
（
施
設
）
の
種
類

省略

同一の所在地において

行う事業等の種類

指定（更新）申

請をする事業等 既に指定

を受けている

事業等

（他の法律に

おける指定を

含む。）

指定に係

る審査事

項

同一の所在地において

行う事業等の種類

指定 申

請をする事業等

他の法律にお

いて既に指定

を受けている

事業等

（他の法律に

おける指定を

含む。）

指定に係

る審査事

項

実

施

事

業

事業開始予

定年月日

（現に受け

ている指定

の有効期間

満了日）

実

施

事

業

指定年月

日

実

施

事

業

事業開始予

定年月日

（現に受け

ている指定

の有効期間

満了日）

実

施

事

業

指定年月

日

省略 省略

指定一般相談支援事業

（地域移行支援 ）

別紙１４の

とおり。

指定相談支援事業 別紙１４の

とおり。

指定一般相談支援事業

（地域定着支援 ）

別紙１４の

とおり。

省略 省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

� 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

� 同一の所在地において行う事業等で既に指定（他の法

律におけるものを含む。）を受けているものがある場合

は、その種類等を記載した書類

注１～１０ 省略

１１ 同一の所在地において行う事業等で他の法律において既

に指定を受けているものがある場合は、その種類等を記載

した書類を添付すること。
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別紙１

（その１） 居宅介護事業者等の指定に係る審査事項

別紙１

（その１） 居宅介護事業者等の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス提供

責任者

フリガナ 省略 サービス提供

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～７ 省略

８ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 出張所用の審査事項

注１～７ 省略

８ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記載するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 出張所用の審査事項

省略 省略

注１～５ 省略

６ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

７ 省略

別紙２ 療養介護事業者の指定に係る審査事項

注１～５ 省略

６ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記載するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

７ 省略

別紙２ 療養介護事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～７ 省略

８ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

注１～７ 省略

８ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略
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� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号（第７号を除く。）に該当しないことを誓約す

る書面

別紙３

（その１） 生活介護事業者の指定に係る審査事項

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第２号から第１１号まで に該当しないことを誓約す

る書面

別紙３

（その１） 生活介護事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略
管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注 省略

別紙４ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

注 省略

別紙５ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略
管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図（当

該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっ

ては、基準省令第１１７条第２項に規定する併設本体施設

の平面図を含む。）並びに設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 法第３６条第３項各号

に該当しないことを誓約す

る書面

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図（当

該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっ

ては、基準省令第１１７条第２項に規定する併設本体施設

の平面図を含む。）並びに設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 法第３６条第３項第１号から第３号まで、第５号から第

７号まで、第９号及び第１０号に該当しないことを誓約す

る書面
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別紙５

（その１） 重度障害者等包括支援事業者の指定に係る審査事項

別紙６

（その１） 重度障害者等包括支援事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス提供

責任者

フリガナ 省略 サービス提供

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０ 省略

１１ 出張所又は従たる事業所のある場合は、別紙５（その

２）を併せて提出すること。

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 出張所又は一体的に管理運営を行う従たる事業所の

審査事項

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０ 省略

１１ 出張所又は従たる事業所のある場合は、別紙６（その

２）を併せて提出すること。

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 出張所又は一体的に管理運営を行う従たる事業所の

審査事項

省略 省略

サービス提供

責任者

フリガナ 省略 サービス提供

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０・１１ 省略

別紙６

（その１） □ 共同生活介護事業者（ケアホーム）

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）
の指定

に係る審査事項

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０・１１ 省略

別紙７

（その１） □ 共同生活介護事業者（ケアホーム）

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）
の指定

に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略
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サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～７ 省略

８ 別紙６（その２）を併せて提出すること。

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７

（その１） □ 共同生活介護事業者（地域移行型ホーム）

□ 共同生活援助事業者（地域移行型ホーム）
の指

定に係る審査事項

注１～７ 省略

８ 別紙７（その２）を併せて提出すること。

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７の２

（その１） □ 共同生活介護事業者（地域移行型ホーム）

□ 共同生活援助事業者（地域移行型ホーム）
の指

定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 別紙７（その２）を併せて提出すること。

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７の２

（その１） □ 経過的居宅介護利用型共同生活介護事業者

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）
の指

定に係る審査事項

注１～８ 省略

９ 別紙７の２（その２）を併せて提出すること。

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７の３

（その１） □ 経過的居宅介護利用型共同生活介護事業者

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）
の指

定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略
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省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 別紙７の２（その２）を併せて提出すること。

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙８

（その１） 自立訓練（機能訓練）事業者の指定に係る審査事項

注１～８ 省略

９ 別紙７の３（その２）を併せて提出すること。

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙８

（その１） 自立訓練（機能訓練）事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略
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注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０・１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙９

（その１） 自立訓練（生活訓練）事業者の指定に係る審査事項

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０・１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙９

（その１） 自立訓練（生活訓練）事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記載するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

１０～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合は、

適宜地図を添付すること。

１０・１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

注１～８ 省略

９ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記載するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合は、

適宜地図を添付すること。

１０・１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。
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� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙１０

（その１） 就労移行支援事業者の指定に係る審査事項

省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙１０

（その１） 就労移行支援事業者の指定に係る審査事項

省略

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙１１

（その１） 就労継続支援事業者の指定に係る審査事項

省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙１１

（その１） 就労継続支援事業者の指定に係る審査事項

省略

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類
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�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項各号

に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

�～� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３６条第

３項第１号から第３号まで、第５号から第７号まで、第

９号及び第１０号に該当しないことを誓約する書面

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙１２ 指定障害福祉サービス事業者に係る多機能型による事業

を実施する場合の審査事項（総括表） ○多

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 事業所の各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

を記載した書類

�～� 省略

別紙１２ 指定障害福祉サービス事業者に係る多機能型による事業

を実施する場合の審査事項（総括表） ○多

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

実施事業 生活

介護

自立

訓練

（機

能訓

練）

自立

訓練

（生

活訓

練）

就労

移行

支援

（一

般型

）

就労

移行

支援

（資

格取

得型

）

就労

継続

支援

（Ａ

型）

就労

継続

支援

（Ｂ

型）

実施事業 生活

介護

児童

デイ

サー

ビス

自立

訓練

（機

能訓

練）

自立

訓練

（生

活訓

練）

就労

移行

支援

（一

般型

）

就労

移行

支援

（資

格取

得型

）

就労

継続

支援

（Ａ

型）

就労

継続

支援

（Ｂ

型）サー

ビス

単位

サー

ビス

単位

サー

ビス

単位

有 無 有 無 有 無

主たる事業所 主たる事業

所

従たる事業所 従たる事業

所

児童発達支援 放課後等デイサ

ービス

医療型児童発達

支援

サービス単位 サービス単位

有 無 有 無

主たる事業所

従たる事業所

省略 省略

定員

（人）

計 生活

介護

自立

訓練

（機

能訓

練）

自立

訓練

（生

活訓

練）

就労

移行

支援

（一

般型

）

就労

移行

支援

（資

格取

得型

）

就労

継続

支援

（Ａ

型）

就労

継続

支援

（Ｂ

型）

児童

発達

支援

定員

（人）

計 生活

介護

児童

デイ

サー

ビス

自立

訓練

（機

能訓

練）

自立

訓練

（生

活訓

練）

就労

移行

支援

（一

般型

）

就労

移行

支援

（資

格取

得型

）

就労

継続

支援

（Ａ

型）

就労

継続

支援

（Ｂ

型）
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計 計

主た

る事

業所

主た

る事

業所

従た

る事

業所

従た

る事

業所

放課

後等

デイ

サー

ビス

医療

型児

童発

達支

援

計

主た

る事

業所

従た

る事

業所

省略 省略

注１～４ 省略

５ 「実施事業」の欄は、実施するサービスについて、該当

する欄に○を付すること。

６ 生活介護、児童発達支援又は放課後等デイサービスにサ

ービス単位を導入する場合は、適宜欄を設けて記入するか

又は別葉にサービス単位ごとの定員を記入すること。

７～１０ 省略

別紙１３

（その１） 障害者支援施設の指定に係る審査事項

注１～４ 省略

５ 生活介護、児童発達支援又は放課後等デイサービスにサ

ービス単位を導入する場合は、適宜欄を設けて記入するか

又は別葉にサービス単位ごとの定員を記入すること。

６ 児童デイサービスにサービス単位を導入する場合は、適

宜欄を設けて記入するか又は別葉にサービス単位ごとの定

員を記入すること。

７～１０ 省略

別紙１３

（その１） 障害者支援施設の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

フリガナ 省略

管

理

者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

省略 省略

サービス管理

責任者

フリガナ 省略 サービス管理

責任者

フリガナ 省略

氏 名 氏 名

生年月日

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図並び

に設備の概要を記載した書類

�～� 省略

愛 媛 県 報平成２４年１０月２日 第２４０８号

９２４



� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３８条第

３項において準用する第３６条第３項各号

に該当し

ないことを誓約する書面

（その２） 昼間実施サービス及び施設入所支援に係る審査事項

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３８条第

３項において準用する第３６条第３項第１号から第３号ま

で、第５号から第７号まで、第９号及び第１０号に該当し

ないことを誓約する書面

（その２） 昼間実施サービス及び施設入所支援に係る審査事項

省略 省略

注１～７ 省略

８ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

９ 省略

（その３） 省略

別紙１４ 一般相談支援事業者の指定に係る審査事項

（□地域移行支援事業 □地域定着支援事業）

注１～７ 省略

８ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

９ 省略

（その３） 省略

別紙１４ 相談支援事業者 の指定に係る審査事項

省略 省略

管

理

者

省略

管

理

者

省略

当該一般相談支援事業所における相談支援専門員との兼務の有無 省

略

当該相談支援事業所 における相談支援専門員との兼務の有無 省

略

省略 省略

省略 省略

従業者の職種及び員数
相談支援専門員

従業者の職種及び員数
相談支援専門員

専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務 専 従 兼 務

省略 省略

常 時 の 連 絡 体 制

（地域定着支援の場合

のみ記入すること。）

主

な

掲

示

事

項

省略 主

な

掲

示

事

項

省略

主 た る 対 象 者 □特定なし □身体障害者 □知的障害者

□精神障害者

主 た る 対 象 者 □特定なし □身体障害者 □知的障害者 □

障害児 □精神障害者

省略 省略

地域移行支援又は

地域定着支援に従

事する者の有する

資格、経験年数及

び勤務の体制

他に指定を受け、又は

受けようとする相談支

援事業

□特定相談支援事業 □障害児相談支援事業

注１～３ 省略

４ 「兼務」には、指定特定相談支援事業所又は児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の３１の規定に基づく指定

障害児相談支援事業所との兼務は、含まないものとする。

５ 「常時の連絡体制」の欄は、営業時間外における事業所

の人員体制及び利用者との連絡体制を含め、具体的に記載

すること。

６ 省略

注１～３ 省略

４ 省略
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様式第４号の次に次の１様式を加える。

７ 省略

８ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記入するこ

ととし、当該市町の区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、当該市町の区域の一部が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 事業所の管理者の経歴並びに指定地域相談支援の提供

に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴を記載した

書類

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係る地域相談支援給付費 の

請求に関する事項を記載した書類

� 当該申請に係る事業 の主たる対象者を特定する場合

は、その理由を記載した書類

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５１条の

１９第２項において準用する第３６条第３項各号（第４号、

第１０号及び第１３号を除く。） に該

当しないことを誓約する書面

	 従業者のうちに他の事業所又は施設において兼務する

者がある場合にあっては、兼務の状況を記載した書類

５ 省略

６ 「通常の事業の実施地域」の欄は、市町名を記載するこ

ととし、当該 区域の全部又は一部の別を記入するこ

と。なお、一部の地域 が実施地域である場合

は、適宜地図を添付すること。

７ 省略

８ 指定相談支援サービス以外のサービスを実施する場合

は、当該指定相談支援サービス部分とそれ以外のサービス

部分の料金の状況が分かる料金表を添付すること。

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 事業所の管理者及び相談支援専門員の

経歴を記載した

書類

�～� 省略

� 当該申請に係る事業に係るサービス利用計画作成費の

請求に関する事項を記載した書類

� 就業規則及び賃金規程

� 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する場合

は、その理由を記載した書類

	 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４０条

において準用する第３６条第３項第１号から第３

号まで、第５号から第７号まで、第９号及び第１０号に該

当しないことを誓約する書面
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様式第５号（第２条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書
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様式第１４号の次に次の１様式を加える。
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様式第１５号（第３条関係） 業務管理体制変更届出書
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条及び第２条の規定による改正前の児童福祉法施行細則又は第３条から第５条までの規定に

よる改正前の障害者自立支援法施行細則の規定による申請書は、それぞれ第１条及び第２条の規定による改正後の児童福祉法施行細則又

は第３条から第５条までの規定による改正後の障害者自立支援法施行細則の規定による申請書とみなす。

�愛媛県告示第１２１３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ垣生店 松山市西垣生町２０７
番２ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか
６者

株式会社フジほか
７者

平成２４年
９月８日

平成２４年
９月１８日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

��������������
�愛媛県告示第１２１４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ダイキ
ＥＸ重信

東温市野田三丁目１
番１３号 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

ダイキ株式会社
午前８時から午後８
時まで

ダイキ株式会社
午前６時３０分から午
後８時まで

平成２４年
１０月１５日

平成２４年
９月２１日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

駐車場１０
午前７時４５分から午
後８時１５分まで

駐車場１０
午前６時１５分から午
後８時１５分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

告 示

愛 媛 県 報平成２４年１０月２日 第２４０８号
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ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１２１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、北宇和郡鬼北町出目地域に係る県営土地改良事業計画を変更

したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定に

より、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・本村池地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年１０月３日から１０月３１日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場本庁

�������
�愛媛県告示第１２１６号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の３の規定により、

次のとおり収用及び使用の手続の開始を告示する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

松山広域都市計画道路事業１・４・１号自動車専用松山外環状

線

３ 手続が開始される土地

� 収用の手続が開始される土地

愛媛県松山市余戸南三丁目地内

� 使用の手続が開始される土地

なし

４ 手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

愛媛県松山市役所

�愛媛県告示第１２１７号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の３の規定により、

次のとおり収用及び使用の手続の開始を告示する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

松山広域都市計画道路事業３・４・５６号余戸北吉田線

３ 手続が開始される土地

� 収用の手続が開始される土地

愛媛県松山市余戸南三丁目地内

� 使用の手続が開始される土地

なし

４ 手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

愛媛県松山市役所

�������
�愛媛県告示第１２１８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年１０月２日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２４年９月２５日

３ 指定道路の位置

四国中央市上柏町字富田４９１番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．８１メートル

� 幅員 ５．００メートル

�愛媛県告示第１２１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 才之原菊間線
今治市菊間町西山４２９番２から

同市同町西山２６３番まで

旧 ８．５～２２．０ ０．１５４

新 ９．０～２８．５ ０．１５４

��������������
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�愛媛県告示第１２２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年１０月２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１２２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年１０月２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 才之原菊間線
今治市菊間町西山４４７番地先から

同市同町西山２６２番まで
平成２４年１０月２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市別府町乙１１４番６から

同町１１８７番５地先まで
平成２４年１０月３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２５号

平成２４年９月２５日
伊予郡松前町大字中川原字新開１８１－１及び１８２－１

高知市北御座９番１１号

株式会社スリーエフ中四国

代表取締役 山 本 武 可

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
松山市萩原甲１５９番３から

同市萩原甲１５５番１地先まで
平成２４年１０月４日

��������������
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�愛媛県告示第１２２５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び八幡浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県八幡浜保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

西松・東急・四国通建共同企業体

千丈トンネル出張所

愛媛県八幡浜市郷２－４７－３

所長 中川 賢

２ 事業場の名称及び所在地

国道１９７号 千丈トンネル建設工事

愛媛県八幡浜市郷２丁目地内

３ 特定施設に関する事項

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２６号

平成２４年９月２５日
伊予郡松前町大字中川原字新開１８２番５

伊予郡松前町大字中川原６４８番地

加 藤 均

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第７１号 自動式車両洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 積載能力：３０ｔ 処理能力：４０台／ｈ
洗浄容量：３．２�／日

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成２４年１０月２２日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２４年１０月２５日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２４年１０月２６日

特定施設の使用時間間隔 ８時～１２時、１３時～１７時

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ４５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 ３．２

備考 循環させて使用する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

工 事 着 手 予 定 年 月 日 平成２４年１０月２２日

工 事 完 成 予 定 年 月 日 平成２４年１０月２５日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 平成２４年１０月２６日

処 理 施 設 の 種 類 沈殿槽

処 理 施 設 の 型 式 沈殿槽

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 幅１．０メートル 長さ２．０メートル
高さ１．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 容量 ２．０ｔ

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 自然沈降

処理施設の使用時間間隔 ８時～１２時、１３時～１７時

処理施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ４５０

通常 ３００

最大 ３５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 ３．２

通常 １．０

最大 ３．２

備考 汚泥は産業廃棄物処理業者へ搬出

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

工場事業場における施設番号 湿式タイヤ洗浄機

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ０

備考 汚水は、循環利用のため排出水はでない。
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�愛媛県告示第１２２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１０月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県監査委員規程第２号
愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２４年１０月２日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程

愛媛県監査委員監査規程（昭和５５年愛媛県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。

様式第４号を次のように改める。

監査委員規程

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町野村１０号４７２番３から

同町野村１０号４７９番４まで
平成２４年１０月２日
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                      職 員 一 覧 表            年  月  日現在  

分 掌 事 務 職 名 氏 名 年 齢 
勤 務 年 数 

備 考 
本 県 勤 務 当 所 勤 務 

年 月 年 月 
 

注 １ この表は、監査委員が指定した監査調書作成日現在在職する全職員について記載するほか、監査対象年度の初日以降における転出入者、
退職者等についても記載し、備考欄に異動年月日を付記すること。
２ 休職者又は継続して30日以上の休暇を取得している者については、備考欄にその旨を記載すること。

課 
地方機関 

様式第４号（第３条関係） 職員一覧表

様式第４号（その１）

愛
媛

県
報

平
成
２４
年
１０
月
２
日

第
２４０８

号
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様式第４号（その２）

愛
媛

県
報

平
成
２４
年
１０
月
２
日

第
２４０８

号
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附 則

この規程は、公布の日から施行する。

平成２４年１０月２日 発行
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